
                  資- 165

 

§42 被害者に関する情報 

§42a 学術上の目的のための情報 



                  資- 166

 

§42b 法制上・行政上必要な情報 

§42c 情報提供に関する規定 



                  資- 167

 

§43 情報の移管 

§44 情報の秘密保全 

3. 当局に関する情報 

4. 目撃者保護のための情報管理 

§44a 情報の非開示 



                  資- 168

 

第 4 項 

登録の削除 

§45 登録期間後の情報の削除 

§46 期間の長さ 



                  資- 169

 

§47 観察期間 

§48 登録削除の指令 

§49 特殊なケース 




